
 
 

 

肥料価格高騰対策（国）のご案内 

肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、 

化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の皆様の 

肥料費を支援します。 
※ 原則、農産物の販売実績があることが前提となります。 

（自給飼料を生産する畜産農家は畜産物の販売実績があること） 

化学肥料低減の取組を行った上で増加した肥料費について、 

その７割を支援金として交付します。（100円未満切捨て） 

統計データ 

を基に決定 

1.4 

 

当年の肥料費 ÷ 価格上昇率 ÷ 使用量低減率 

0.9 

（価格上昇率は「昨年秋肥」、「本年春肥」とも同じ） 

×0.7 

支援の内容 

当年の肥料費 

（奨励金等を除い

た金額） 

支援の対象となる肥料 

令和４年６月から令和５年５月までに注文又は購入した肥料 

（昨年の秋肥と本年の春肥として使用する肥料）が対象です。 

申請に必要なもの 

➋ 肥料注文一覧表及び昨年秋肥（令和４年６月～10月）、本年春肥（令和 

４年11月～令和５年５月）に注文したことがわかる注文票と領収書又は請 

求書（肥料の種類、数量、購入費が記載されているもの） 
※「肥料の品質の確保等に関する法律」（肥料法）に基づく肥料が対象となります。 

➌ 化学肥料低減計画書（次のページのチェックシートで申告していただきます。） 

 ➍ 販売実績が確認できる販売伝票や確定申告書等 

➊ 肥料価格高騰対策事業参加申込書 

➎ 本人確認書類（運転免許証など）と通帳又はキャッシュカードの 

写し 



化学肥料低減計画書の記入方法 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

◎ 

○ ○ 

○ 

「令和４年度又は令和５年度の取組」欄のうち、 

取り組めるものに〇を記入してください。 

・２つ以上に〇をつけてください。 

・これまで既に取り組んでいるものも対象です。 

その場合、１つ以上は新しい取組または従来 

の取組の強化・拡大（「◎」で記入）を含む 

ようにしてください。 

 

① 全作付面積の半分以上を占める作物がある

場合は、その作物を記入してください。 

② 半分以上を占める作物がない場合は、作付

面積上位の２品目を記入してください。それ

以外の品目は「その他」にまとめてくださ

い。面積の単位や合計面積の記載もれ等にご

注意ください。 

署名してください。 

チェックの記入 

令和４年産作物又は令和５年産作物に使用する肥料として確実に購入し、自らの農業生産に使用します。 



 

 

 

 

 

 

支援金支払いまでの流れ 
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申請 
（正組合員以外） 提出 

申請 

採択通知 

（支援金の支払） 支援金の支払 

※ 各農協の正組合員の方は各農協に直接ご申請ください。 

申請にあたっての注意事項 

➊ 「化学肥料の低減に向けた取組」を実施したことが確認できる書 

 類（土壌診断結果、施肥設計書、作業日報など）を５年間保管して 

ください。 

➋ 支援金交付額の根拠となる証拠書類を５年間保管してください。 

➌ 令和４、５年産作物で使い切った肥料を申請してください 

申請期限 

申請を希望される方は、７月３１日（月）までに必要書類を 

ご用意のうえ、ご提出ください。なお、各農協の申請期限について 

は、各農協にお問い合わせください。 

※ 支援金の支払いは令和５年１２月頃に取組実施者（各農協）から入金予定です。 
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申請先 

帯広市農業技術センター（帯広市農政部農政室農政課） 

 帯広市川西町基線６１番地  電話 0155-59-2323 

※ 各農協の正組合員の方は各農協に直接ご申請ください。 
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